
速報・新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策における税制上の措置

令和2年4月30日施行
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新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月1日以後における一定の期間（1月以上の任意の期間）において納税者の事
業等に係る収入に相当の減少（前年同月比概ね20％以上の減少）があった場合において、その事実に基づき一時に納税をするこ
とが困難と認められるときは、納税者からの納期限までにされた申請に基づき、1年以内の期間を限り、所得税、法人税、消費
税等ほぼ全ての税目について納税を猶予する特例が設けられます。（地方税についても同様の措置が設けられます。）

令和2年6月30 日、⼜は、納期限（申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限）のいずれか遅い日までに申請が必要です。

〇 イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入
が急減しているという現下の状況を踏まえ、 Τνט σΰπ͍ ḧʺ Ϭ βϥ特例が設けられます。

〇 全ての税目（印紙で納付する印紙税等及び証紙徴収による地方税を除く）が対象。社会保険料についても同様の取り扱いと
なります。

改正のポイント

解説

Ⱳṍ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税について適用されます。
上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税（他の猶予を受けているものを含む）についても、
遡ってこの特例を利用することができます。

Ὧ

〇令和2年2月から納期限までの一定の期間（1月以上の任意の期間）において、収入が大幅に減少（前年同月比概
ね20％以上の減少）

〇一時の納税が困難と認められる場合に適用
・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど納税者の置かれた状況に配慮し適切な対応を行う
・原則、収支や財産状況を示す書類の提出が必要（収支状況等を示す書類の提出が困難な場合には口頭による説
明を認めるなど柔軟な運用を行う）

〇担保は不要 〇延滞税は免除
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〇 欠損金の繰戻還付制度の概要
青色申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始し
たいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度。

〇 改正内容の概要

〇 現在、中小企業者以外の欠損金の繰戻還付制度は適用が停止されていますが、中堅企業（資本金1億円超10億円以下の
法人）の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について、欠損金の繰戻還付制度の
適用ができることとなります。

改正のポイント

解説

【現状】 【特例】

中小企業者等※1 適用可能 適用可能

中堅企業※2
令和4年3月31日までに終了する各事業年度に
おいて生じた欠損金額について適用停止

適用可能

上記以外の
大規模法人

令和4年3月31日までに終了する各事業年度に
おいて生じた欠損金額について適用停止

前事業年度の法人税額×
当事業年度の欠損金額 ※

前事業年度の所得金額

※ 分母の額を限度

【還付金額の算定式】
前事業年度 当事業年度

所得金額 2,000

欠損金額△800

法人税 530

納
税

212の還付(530× )
800

2,000

還付の請求

※1 中小企業者 普通法人のうちその事業年度終了の時の資本金の額等が1億円以下であるもの（資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人⼜は相互会
社の100％子法人等は除かれます。）⼜は資本若しくは出資を有しないもの
※2 中堅企業 普通法人のうちその事業年度終了の時の資本金の額等が1億円超10億円以下であるもの（資本金の額若しくは出資金の額が10億円超の法人⼜は
相互会社の100％子法人等は除かれます。）

ˢ͎ˣὧ Ỳχἣ ḥ χ χ
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〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等（注1）
の税負担を軽減すべく、要件を満たす中小事業者等が認定経営革新等支援機関等（注2）の認定を受けて市町村に申告した
場合、固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1⼜はゼロとします。

〇 この措置による固定資産税及び都市計画税の減収額については、全額国費で補填されます。

改正のポイント

解説

適用対象者・要件

① 中小事業者等（注1）（原則として業種限定なし）を対象とし、
2 2Ὦ˙10ὮϘπχ Ӫχ3ΤὮḧχ Υʺ χ ṍḧρ ϓο30%ӟ ᾚ している者。

② 令和3年1月31日までに、 Ὂְᶗ Ṑḩכ◦ ˢ 2ˣχ Ϭ Ϊο各市町村に申告され
た場合に限り適用。虚偽の記載をした場合には罰則あり(注3）。

対象資産 ẀⱢ▀ʾⱧỘ ᴪᴒ

適用年度 3 χᴿ τᾢ

ˢ͏ˣ ⱧỘּי Υ βϥ ẀⱢ▀ẉόⱧỘ ᴪᴒτἰϥᾧ Ɫ▀
ẉό ◕ὓᵊ χὖᾚ

3か月間売上高前期比 軽減額

30%以上50%未満減少 2分の1

50％以上減少 全額

【概要】

【軽減額】 軽減措置の流れ

事業者

認定経営革新等支援
機関等（注2）

市町村

会計帳簿等で売上高減少要件
を満たしているかを確認

①申請 ②認定
④軽減

③申告（1月末日まで）

ᾧ Ɫ▀

（注1） 「中小事業者等」とは、資本金の額⼜は出資金の額が1億円以下の法人、資本⼜は出資を有しない法人の場合、
常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。

（注2） 税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など）。
（注3） 固定資産税・都市計画税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。
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〇 生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら
も新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、適用対象の拡充とともに、適用期限が2年延⻑されます。

〇 今回の拡充・延⻑による固定資産税の減収額については、全額国費で補填されます。

改正のポイント

解説

ˢ͐ˣ ▀ ᶗ χםᾝτΰΪθᾧ Ɫ▀ χ χᶈ ʾט ᾧ Ɫ▀

現行制度 改正後

(※1)

対象資産
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、

ⱧỘ ᴪᴒʺ 

要件

・旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、
精度、エネルギー効率等）が年平均1％以上向上
する一定のもの。

・事業用家屋 取得価額の合計額が300 ӟד χ
ρρϜτ ήϦθϜχʻ

・構築物 旧モデル比で生産性が ỡ1%ӟ ΰ す
る一定のもので販売開始時期が14年以内、一台⼜は
一基の取得価額が120万円以上のもの。

（※2）

集中投資期間 平成30年4月1日から令和3年3月31日 ṍᾢϬ 5 3Ὦ31 Ϙπτˢ2 ḧˣט

【制度概要】
中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、集中投資期間中（※2）に取得した一定
の償却資産の固定資産税について特例措置を受けられるという制度。

対象者 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等（大企業の子会社を除く）

対象資産 中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられた下記の資産（※１）。

特典 課税標準に特例率（ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合）を乗じた額を軽減。

申請先 各市町村

【拡充・延⻑内容】
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解 説

ḼỘ Ɫ
ḼỘὊְếᴟ

ˢ 3 3Ὦ31 ϘπτⱧỘằ ˣ
ỘʾЂ˔РІỘ ᶨ ᴟ

業種
ほぼ全業種

（物品業、不動産業、
娯楽業、風俗営業等は対象外）

指定事業
左右の対象業種すべて

(娯楽業、風俗営業等は対象外)

商業・サービス業等
（製造業、建設業、医療業、
娯楽業、風俗営業等は対象外）

対象
資産

一定の｢機械装置｣｢工具｣
｢ソフトウェア｣等

(器具備品は対象外)

認定を受けた中小企業等経営強化法に
規定する経営力向上計画に記載された
一定の｢機械装置｣｢建物附属設備｣｢工
具｣｢器具備品｣｢ソフトウェア｣

一定の｢器具備品｣｢建物附属設備｣
【投資計画について認定経営革新等支援機

関等の一定の確認が必要】

税制
措置

特別償却30％
または

税額控除7％※

即時償却
または

税額控除10％
(資本金3,000万超の法人は7％)

特別償却30％
または

税額控除7％※

｢※｣の付されている項目については、資本金3,000万円超の法人は税額控除を適用できません。

税額控除額は合計で法人税額の20％を上限とし、1年間の繰越控除があります。

下記の②中小企業経営強化税制について、遠隔操作、可視化⼜は自動制御化に係る要件を満たすことにつき経済産業大臣の確認

を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアが対象資産に加えられます。

改正のポイント

ˢ͑ˣГйм˔ϼ χθϛχ ḼỘχ Ɫ
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【中小企業向け設備投資減税】

ἷ ▀ ΰ ׃ ếᴟ ДЅЌиᴟ ˢ θσ ἷˣ

要件
生産性が旧モデル比年平均1％以
上向上する設備

投資収益率が年平均5％以上の投
資計画に係る設備

ᶖק ⌠ʺᴦ♪ᴟ ψꜛ Ὲᴟχ
ΜγϦΤτᵺ βϥ

【中小企業経営強化税制の対象設備】
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ˢ͒ˣЎϾАЕ ẐᾂϬ ṏΰθḢẁ ϒχṄ ỲΏ χ

〇 不特定かつ多数の者を対象とするイベントであって、新型コロナウイルス感染症の発生以後、政令で定める日までに
日本国内で開催する予定だったものであり、かつ、現に中止等されたものを対象とする。

〇 本特例を用いた寄附金控除の対象金額は20万円を上限とする。その他の要件等については、現行の寄附金控除と同様と
する。

① 政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払
戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額（２０万円を上限）について、所得税における寄附金控除（所得控除⼜は税
額控除）の対象となります。
② ①の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県⼜は市区町村が条例で定めるものについて、
個人住民税における寄附金控除の対象となります。

改正のポイント

解説

Ṅ ỲΏ χ Ϙπχ Ϧ

STEP１ 主催者 文化庁等に申請

STEP2 文化庁等 主催者に特例対象イベント証明書（仮）等を交付。当該イベント名等を公表

STEP３ 主催者
払戻請求権を放棄した観客等に対し、特例対象イベント証明書のコピー、払戻請求権放棄
証明書（仮）を交付

STEP4 観客等 確定申告の際、特例対象イベント証明書のコピー、払戻請求権放棄証明書を申告書に添付
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〇 自家用乗用車（登録者及び軽自動車）を取得した場合、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減
する特例措置について、その適用期限が6月延⻑され、令和3年3月31日までに取得したものが対象となります。

〇 この措置による自動車税及び軽自動車税の減収額については地方特例交付金により、全額国費で補填されます。

改正のポイント

現行制度

ˢ͓ˣꜛ כּ ʾὖꜛ כּ ḕẽ ᶤχ Ⱳ ὖᾚχט ꜛ כּ

税率 臨時的軽減

登録車

非課税 非課税

1.0％ ᴿ

2.0％ 1.0̋

3.0％ 2.0̋

軽自動車

非課税 非課税

1.0％ ᴿ

2.0％ 1.0̋

対象 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車（新車・中古車）

措置内容 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減

͍̋
ᾚ※ 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象。

※ 免税点は50万円（中古車については、全体の約9割が非課税）。
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解 説

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居したのと同様

の住宅ローン控除を受けられるように適用要件が弾力化されます。

改正のポイント

ˢ͔ˣ к˔рΏ χ Ὧχ ᴟ
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Ώ ṍḧ13 ˢ 10̋ˣ Ώ ṍḧ10 ˢ 10̋ӟᵰˣ

Ⓐ居住の用に
供した年

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

Ⓑ居住要件
新築⼜は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる
こと。

改正内容

令和2年12月31日までに居住の用に供すること（Ⓐの
要件）ができない場合において、下記の要件を満たす
ときは、住宅ローン控除の控除期間の特例（控除期間
10→13年）を適用できる。
※令和3年分以後の所得税について適用

中古住宅を取得し、居住の用に供する前にリフォー
ムをした個人が、当該住宅を取得の日から6か月以内
に居住の用に供すること（Ⓑの要件）ができない場
合において、下記の要件を満たすときは、住宅ロー
ン控除を適用できる。
※令和２年分以後の所得税について適用

弾力化の要件

①新型コロナウイルス感染症の影響によって特別特定
取得をした家屋への入居が令和2年12月31日後となっ
たこと
②住宅の新築については令和2年9月30日まで、建売
住宅若しくは既存住宅の取得⼜はリフォームについて
は同年11月30日までに、住宅の新築工事の請負契約、
建売住宅若しくは既存住宅の取得に係る売買契約⼜は
リフォームに係る工事の請負契約を締結していること
③令和3年1月1日から同年12月31日までの間に当該家
屋をその者の居住の用に供すること。

①新型コロナウイルス感染症の影響によってリ
フォームをした当該中古住宅への入居が当該取得の
日から6月を経過する日後となったこと
②①のリフォームに係る工事の請負契約を、当該既
存住宅の取得の日から5月を経過する日⼜は法律の施
行の日から2月を経過する日のいずれか遅い日までに
締結していること
③②のリフォームに係る工事の終了後6月以内に、当
該既存住宅をその者の居住の用に供すること
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ˢ͕ˣ ᵠ ΰθ τἰϥ ▀︡ χ χ Ὧχ ᴟ

【現行制度】平成26年4月1日以降に耐震基準に適合していない中古住宅を取得し、取得した日から６月以内に、耐震改修を行い、
耐震基準に適合していることの証明を受け、かつ、取得した個人が自ら居住した場合に、新築された時期に応じ家屋の価格から
次の額が控除されます。

耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した場合の不動産取得税の特例措置について、当該住宅をその取得の日から６月以
内に居住の用に供することができない場合において、当該特例措置を適用できるように適用要件が弾力化されます。

改正のポイント

解説

▀︡

ᴟχ Ὧ

①

新型コロナウイルス感染症の影響によって当該
耐震改修した住宅を居住の用に供することと
なった日が当該取得の日から６月を経過する日
後となったこと。

②

①の耐震改修に係る工事の請負契約を、当該住
宅の取得の日から５月を経過する日⼜は法律の
施行の日から２月を経過する日のいずれか遅い
日までに締結していること。

③
②の耐震改修に係る工事の終了後６月以内に、
当該住宅を居住の用に供すること。

Ⱳṍ 令和4年3月31日まで入居分までの特例措置

ήϦθⱲṍ Ώ ᶛ

昭和29年7月1日から38年12月31日まで 100万円

昭和39年1月1日から47年12月31日まで 150万円

昭和48年1月1日から50年12月31日まで 230万円

昭和51年1月1日から56年6月30日まで 350万円

昭和56年7月1日から60年6月30日まで 420万円

昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円

平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円

平成9年4月1日以後 1,200万円



本資料は令和2年4月30日現在の税制及び公表資料に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。

この為、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。 © 2020 HONGO TSUJI TAX & CONSULTING All rights reserved. 11

〇 消費税の課税事業者選択届出書等（注1）について、原則として課税期間の開始前に提出する必要がありましたが、今般の
新型コロナウイルス感染症により事業者の経営に大きな影響を与えていることを踏まえ、 ὯϬ θΰο Ϭ ΰʺ

χᾤ χ Ϭ θ ›ʺᴿ ṍḧᵫ◐ῇτᴿ τἰϥ χ  Υᴦ ρσϥ が設けられます。
〇 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の実情に応じた対応を可能とするため、当該承認を受けた時は、課税
事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等（注2）は適用しないこととされます。

改正のポイント

解説

【現行】 【特例】

① 課税選択等については、課税期間のᵫ◐ τ Ϊ Υ 。 ① 課税期間のᵫ◐ῇχ τϢϥ χ  Ϭ ϛϥ。

② 課税選択を行った場合には、2 ḧχὋ Υ 。
（翌課税期間に適用を取りやめることは不可）

② 翌課税期間に Ϭ︡ϤϞϛϥάρϬ ϛϥ。

（注１） 「課税事業者選択届出書等」とは、①課税事業者選択届出書、②課税事業者選択不適用届出書をいう。
（注２） 「課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等」とは、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件、

課税事業者を選択した事業者⼜は資本金1,000万円以上の新設法人が調整対象固定資産（100万円以上の固定資産）
を取得した場合等の3年間の継続適用要件（3年間は免税事業者となることができない）をいう。

（注３） 令和2年2月1日以降、令和3年1月31日までの期間に売上減少が生じた期間が存在する課税期間に適用。

ˢ10ˣ ᴿ ⱧỘּי χ τἰϥ

申請書の提出要件

以下の全ての要件を満たすもの
● 今般の特例法の施行日（令和2年4月30日）以後に申告期限が到来する課税期間
● 新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間
の内、一定期間（一か月以上の任意の期間）の収入が著しく減少（前年同期比概ね50％以上）した場合

● 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合



本資料は令和2年4月30日現在の税制及び公表資料に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。

この為、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。 © 2020 HONGO TSUJI TAX & CONSULTING All rights reserved. 12

〇 公的金融機関や民間金融機関等が、 ἷЀкЗϳϱиІḇ τϢϤζχὊְτֲốϬ ΪθⱧỘּיに対して行う σ
ΪτἰϥἸ については、印紙税を非課税とする。

（注）既に契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し、還付を行う。

改正のポイント

解説

ˢ11ˣ Ϊτἰϥ τḩβϥἸסּ χԊ♠ χ ᴿ Ԋ♠

（注）「公的金融機関」とは、㈱日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫など
「民間金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用協同組合など
その他「等」とは、地方公共団体など

【制度のイメージ】

消費貸借契約書
〇公的金融機関（注）
〇民間金融機関等契約書

＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿
＿＿＿
＿＿＿

Ԋ
♠

ᴿ

【特別貸付制度】
通常より有利な条件を設定
（貸出金利・据置期間等）

①融資の申込み

Ἰ ˢἸ χ ˣ

③貸付け（資金交付）

貸 主借 主

×
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ˢ╥―ˣ ʾ ṍᾢχᾤ ◙ τϢϥṍᾢט ︣ τνΜο

個人・法人ともに新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申告を受け付けることとしていま
す。

ポイント

解説

ṍᾢט

ם χ Ӫ 上記国税庁のFAQは随時更新されていますので最新の情報に基づいて手続きして下さい。

ᾝ χ︡ϤӌΜ

個人

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告することが困難な方は、4月16 日（木）の申告期限にこだ
わらずに、来署することが可能となった時点、⼜は申告書を作成することが可能となった時点で申告してください。

 ʺ ẉόᾤ ⱧỘּיχ χ ʾ ṍᾢχᾤ ◙ τϢϥṍᾢט ︣ τḩβϥ͖͛ͦ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004 -021_02.pdf

法人

法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がい
ることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社にお
いても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなど
も考えられます。
①体調不良により外出を控えている方がいること
②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期
限延⻑が認められます。

ẉό ότ χ χ ʾ ṍᾢρᾛ χ ṍᾢχᾤ ◙ τϢϥṍᾢט ︣
τḩβϥ͖͛ͦ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004 -044.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
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本資料は、財務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（案）（令和2年4月
7日）」及び総務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（案）について（地
方税関係）（令和2年4月7日）」の資料並びに国税庁ＨＰの情報に基づき作成しております。

本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

また内容につきましては、情報の提供を目的として、想定される一般的な法律・税務上の取り扱いを記
載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなされる場合があります
のでご留意ください。

実行にあたっては、税理士・弁護士等と十分にご相談のうえ、ご自身の責任においてご判断くださいま
すようお願い申し上げます。

（この資料に関するお問い合わせ先）

辻・本郷税理士法人

東京都新宿区新宿四丁目1番6号

JR新宿ミライナタワー28階

TEL：03-5323-3301

FAX：03-5323-3302

URL： https://www.ht - tax.or.jp


